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２ 分野別のまちづくり 
めざすまちの姿の実現に向けて、「土地利用」「都市交通」「市街地整備」「都市環境」「都市景観」
「都市防災」という 6つの分野のまちづくりの方針を定め重層的に推進します。 

■ まちづくりを構成する６分野 

土地利用 
･･･住宅地、商業地、工業地など、土地の使い方に
関するまちづくりの方針

都市交通
･･･公共交通、都市計画道路や自転車利用環境の整
備など、都市の交通に関するまちづくりの方針

市街地整備
･･･まちの再整備や密集市街地対策など、市街地の
整備に関するまちづくりの方針

都市環境
･･･環境の保全や緑の創出など、都市の環境に関す
るまちづくりの方針

都市景観
･･･地域特性に応じた景観誘導やまちの顔づくり
など、都市の景観に関するまちづくりの方針

都市防災
･･･地震・津波災害、風水害対策など、都市の防災
に関するまちづくりの方針

都市計画マスタープランおよび立地適正化計画（案）（抜粋）
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広域型
商業地

２－１ 土地利用の方針 
【基本的な考え方】 
主に鉄道駅周辺に医療、福祉、商業等の必要な都市機能が充実し、市内に住む人、市内で働く
人及び市内を訪れる人にとって快適で居心地が良く、にぎわいと活力にあふれた都市空間の形
成を目指して、鉄道沿線ごとのまちの特性を生かしながら、きめ細かな土地利用を誘導します。 
また、公共建築物等は、その地域の住民だけでなく、市内に住む人、市内で働く人及び市内を
訪れる人がつながり、にぎわいを生む交流の場であることから、その活用を促進します。 

(1) 住宅地 
主にファミリー世帯の定住・転入につながる良好な住環境を保全し、又は創出し、住み続けた
い、住んでみたいと思われる魅力的な住宅地を目指します。 
また、一定規模以上の住宅地開発においては、エリア別の魅力及び課題を把握する中で、先駆
的な技術又はシステムを有するなど、本市のイメージをリードする住宅又は住宅地供給が行わ
れるよう、誘導します。 

・都市機能の近接性又は公共交通の利便性を生かした、歩いて暮らせる住宅地のほ
か、公園緑地、農地等と調和のとれたゆとりある住宅地を形成するなど、地域の
特性を生かしたまちなみの形成を図ります。
・周辺の住環境に配慮しながら、地域の拠点となる公共建築物を適切に配置すると
ともに、地域に必要な生活利便施設を適切に誘導します。 

(2) 商業・業務地 
本市の拠点となる鉄道駅周辺を中心に、交通結節機能を生かし、商業・業務機能の集積を図る
など、地域の特性に応じた利便性の高いにぎわいのある商業・業務地を目指します。 

・阪神尼崎駅等の鉄道駅周辺については、更なるにぎわいと活力を生み出すまちづ
くりを進めるため、その利便性を生かして、市外からの来街者を意識した地域の
周遊につながる観光地域づくりを進めます。 
・交流の場としてふさわしい土地利用を促進するために、生活利便施設、業務施設、
宿泊施設、広域的に利用される公的施設等の都市機能及び都市型住宅等の多様な
機能について、その集積及び高度利用を促進します。 
・阪神出屋敷駅周辺等、空き店舗の増加又は住宅地化の進行が見られる地域につい
ては、必要に応じ都市計画の変更等を検討します。 
・交流の場又は地域の生活拠点としてふさわしい土地利用を促進し、商店等を中心
とした地域に密着したまちづくりを進めるために、商業施設、子育て施設等の生
活利便施設の立地を誘導するなどの必要な施策を検討します。 

住宅地

専用
住宅地

近隣型
商業地
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・主要幹線道路沿道並びに鉄道駅から離れた商店街及び市場については、地域と調
和したまちづくりを進めるため、周辺の住環境に配慮しながら、生活利便施設の
立地を誘導するなどの必要な施策を検討します。 
・商業施設の活力が低下し、かつ、建替え等の更新が進んでいない地域については、
周辺の住環境への影響を考慮しながら、改善に向けての方針の策定について検討
します。 

(3) 工業地 
産業活力の維持又は向上のために、優れた交通ネットワーク等の本市の特性を生かしながら、
多様な産業が集積する工業地を目指します。 

・大規模な工場が立地する地域その他工業系土地利用の比率が高い地域は、操業環
境の保全を基本としつつ、研究開発施設等の都市型産業への転換を可能とする土
地利用を誘導します。 
・鉄道駅周辺又は幹線道路沿道において大規模な土地利用転換が見込まれる場合は、
周辺環境に配慮し共存できるよう誘導します。 
・工場等の操業環境を保全し、事業継続を推進します。一方で、準工業地域又は工
業地域内にある住工複合地は、既存の工場等の操業に支障が生じないよう配慮し
ながら、建築物の高さを制限する等きめ細やかな対応を行い、住環境の向上も図
ります。 
・住宅地への土地利用転換が進んでいる地域については、既存の工場等の操業状況
を踏まえながら、必要に応じ都市計画の変更等を検討します。 
・現在の良好な操業環境を保全しつつ、阪神工業地帯を代表する産業集積拠点にふ
さわしいまちづくりを進めるため、基幹産業の強化及び新産業の立地を促進し、
港湾、道路等のインフラ機能の強化を図ります。 
・産業集積拠点として更なる魅力を創出するため、操業環境に配慮しながら、必要
に応じ複合的な機能の導入を促進します。 

(4) 公園、緑地、農地等 
公園、緑地、農地等の緑空間は、環境保全及び防災・減災のほか、健康増進、子育て支援等、
様々な機能又は効果があり、また脱炭素社会の実現、少子・高齢化等の社会課題の解決にも寄与
することから、良好な都市環境並びに住みやすさ及び働きやすさを構成する要素として保全し、
又は創出します。 

・市民の安全で快適な暮らし及び事業者の良好な事業環境を支え、また、自然が有
する防災・減災機能及び生物多様性を守るための緑の空間を保全し、又は創出す
るとともに、多様化するニーズに対応しながら、緑の質をさらに高める取組を進
めます。 
・公園等の貴重な地域資源については、人と人との交流並びに生活の質及び地域の
活力の向上を図るため、その積極的な活用を促進するとともに、地域において必
要とされるものを追求します。 

工
業
保
全
地

臨海 
工業地

住商 
複合地

住
工
複
合
地

内
陸
部
工
業
地

グリーン
インフラ

地域資源
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【活用が想定される主な制度、施策等】 

制度又は施策 活用イメージ 

地区計画、建築協定等の地区ま
ちづくりルールの策定 

地域の特性を生かしたまちづくりを推進するために、地区独自の
ルールを定める場合に活用する。 
地区計画及び建築協定では、建築ルールを定めることができる。
地区まちづくりルールは、法令等に基づくもののほか、地区の自
主的なまちづくりルールも含む。

高度地区の変更 
建築物の高さの最高限度を定めることにより、日照及び通風を確
保し快適な住環境を保全する場合に活用する。また、最低限度を
定めることにより土地の高度利用を図る場合に活用する。

高度利用地区の変更 

建築物の敷地等の統合を促進し、小規模建築物の建築を抑制する
とともに、建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、
用途地域内の土地の高度利用と都市機能の更新を図る場合に活
用する。

特別用途地区の変更 
用途地域よりもよりきめ細やかに地域の特性にふさわしい土地
利用の増進、環境の保護等を実現するために、用途制限の強化又
は緩和を行う場合に活用する。

建築基準法第 48 条ただし書の
許可 

政策課題の実現又は地域の特性にふさわしい土地利用の誘導に
当たって、用途地域の変更をはじめとした都市計画による対応が
適当でないと認められる場合に適用を検討する。

住宅の最低敷地面積基準の見直
し 

新築住宅の供給等の動向を把握し、分析した上で、地域の特性に
応じた、より安全で快適なゆとりある住環境の形成に向けて、必
要と認められる場合に最低敷地面積の基準の見直しを検討する。

（仮）住宅地開発ガイドライン
の策定 

良好な住環境を保全し、又は創出するため、住宅地開発における、
住宅、道路、公園、緑地等の誘導基準としてガイドラインを策定
する。 

（仮）物流施設建設ガイドライ
ンの策定 

建築物へのスムーズな貨物の搬入及びその屋内移動、周辺の交通
及び環境に与える影響の抑制、まちづくりとの調和等について物
流施設の設計及び運用のガイドラインが必要な場合等に策定す
る。

開発基準（緑化率等）の見直し 都市における緑化をより一層推進するために必要と認められる
場合等に基準の見直しの検討を行う。 

主に大規模な都市計画公園にお
ける用途地域の見直し 

地域の利便性の向上又はにぎわいの創出を目的に都市計画公園
の利活用のために行おうとする、都市公園法上建築可能とされる
公園施設（店舗等の便益施設等）の建築について、用途地域によ
る用途規制に反してしまう場合に、その用途地域の見直しの検討
を行う。
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 土地利用方針図 
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２－２ 都市交通の方針 
【基本的な考え方】 
誰もが安全で快適に移動できる交通ネットワークの維持又は向上を図るとともに、歩行者及
び自転車が安全に安心して利用できる道路空間、ウォーカブルな駅前空間等の整備を進め、健康
で環境にやさしいまちを目指します。 

⑴ 公共交通 
・鉄道及びバスについては、利便性の高いネットワークを構築し、公共交通として
の機能を維持するとともに、利用促進を図ります。 
・市民生活及び社会経済活動を支えていくため、公共交通を中心とした総合的な地
域交通政策に取り組みます。 
・阪急神戸本線武庫川橋りょう部上への新駅の設置により、周辺地域の交通利便性
の向上を図ります。 
・スマートシティの考え方等を踏まえ、新技術による「モビリティ・サービス（MaaS）
時代」に対応した交通ネットワークのあり方について検討を進めます。 

⑵ 道路 
・都市計画道路の整備に当たっては、意思形成過程の透明性の確保及び「選択と集
中」により、計画的かつ効率的に事業を実施します。
・幹線道路と鉄道との立体交差、鉄道駅へのアクセス道路等の整備を進めます。 

・臨海部における物流施設の増加等に伴う今後の交通状況の変化を注視しながら、
道路ネットワークの強化を検討します。
・事業者による送迎バスの共同運行、駅前広場での停車場所の確保等、臨海部への
交通利便性の向上のための施策の検討をします。
・災害リスクを軽減するため、早期に、緊急輸送予定道路及び避難路を中心に、代
替性及び耐震性を確保した道路網の整備を進めます。
・橋りょうについては、計画的な修繕又は更新を行うとともに、耐震性の向上に努
めます。

・幅員の狭い道路については、防災性の向上、住環境の確保等のために、建築物の
更新に合わせた道路空間の確保に伴い必要となる施策を検討します。

災害 
対策 

橋りょう
の 

長寿命化

狭あい
道路の
解消 

計画的
・効率的
整備 

臨海部の
交通対策

新駅 

新交通

ネット
ワーク
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・自転車の走行空間整備により「自転車のまちづくり」を推進します。 
・コミュニティサイクルについては、ポートの維持及び拡大に努めながら、近隣自
治体とも連携し、広域的な活用を図ります。 
・幹線道路は、十分な歩道幅員が確保された歩道を整備することにより、歩車分離
を図るよう努めます。 

・歩道の段差解消等を図り、安全で快適な歩行者空間を整備します。 

⑶ 駅前広場 
・既存の駅前広場については、適切に維持管理を行い、その更新に当たっては、市民及び鉄道
事業者と連携を図りながら、滞留空間を有効に活用した、誰もが使いやすく、集い、憩うこ
とができる、にぎわいと魅力があふれる駅前広場として整備するよう努めます。 
・駅前広場の整備と連動して、駅前広場につながる道路空間についても、緑により潤いある景
観を創出するなど、居心地が良く歩きたくなるウォーカブルな空間の形成に努めます。 
・鉄道とバスの乗り継ぎ機能の充実等、交通結節機能の向上を図ります。 

⑷ 自動車駐車場 
・阪神尼崎駅前駐車場については、適正に維持管理を図ります。 
・商業系用途地域における一定規模以上の商業・業務の建築物の新築、増築等時における駐車
場の整備を指導します。 
・一定規模以上の共同住宅の建築時における、駐車場の確保を指導します。その駐車場の確保
台数の基準については、交通需要の実態等を踏まえて見直しを検討します。

⑸ 自転車駐車場 
・老朽化が進んでいる自転車駐車場については、適切に維持管理又は更新を図ります。 
・共同住宅及び近隣商業地域又は商業地域内における自転車等の駐車需要を生じさせる施設
の新築、増築時等の自転車駐車場の整備を指導します。 

歩行者
・自転車
利用 
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 都市交通方針図 
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２－３ 市街地整備の方針 
【基本的な考え方】 
地域にある貴重な資源を生かしながら、まちの更新を進めるとともに、土地利用の状況が大き
く変化する可能性がある地域及び住環境又は防災面で課題がある地域については、周辺環境と
の調和及び地域の課題解決を図ることで、まちの魅力を高め、活力を生み出す市街地整備を進め
ます。 

⑴ 既成市街地の維持及び更新 
・自然、歴史、文化、産業等の地域の資源を生かしたまちの更新に取り組みます。
特に阪神尼崎駅周辺については、周遊・回遊性を高めたり、歴史的建造物、文化
コンテンツ等の地域資源を生かした観光地域づくりに取り組みます。 
・既存の建築物が管理不全に陥ることがなく、適正に管理されるよう、その規模や
用途に応じて、所有者又は管理組合に働き掛けます。 
・活用が可能な空き家については、所有者等に対してその性能が維持され、又は向
上されるよう働き掛けるとともに、有効に活用できる資源として生かしながら、
公民連携によるまちの活力再生に取り組みます。 
・老朽危険空家等については、所有者等に対して速やかに除却するよう求めるとと
もに、建替えの際には、周辺と調和した質の高い建築物への更新につなげること
で、持続性のあるストック形成に取り組みます。 
・駅前広場等の公共空間については、魅力の向上とにぎわい創出に向けて、多様な
主体と連携し、エリアマネジメント等により有効活用を図ります。特に、鉄道駅
周辺については、交通結節点である強みを最大限に発揮できるような環境改善を
行うとともに、商業機能等の都市機能の維持又は充実を図ります。 
・道路空間を確保するため、防災街区整備地区計画又は建築基準法の特例の活用に
より建築物の建替えを促進し、地区の防災性の向上を図ります。 
・狭小地又は無接道敷地における建築物の建替え等による土地利用の更新を促進
するため、狭小地や無接道敷地とその隣地との一体利用を推進していくほか、街
区単位でまとめて更新する方法を関係権利者とともに検討します。 

・地区計画等の地区まちづくりルールの立案を支援し、良好なまちなみの維持又は
保全、防災性の向上等を促進します。 
・空き家等の解消と合わせた地域の防災性の向上のほか、高齢化が進むコミュニ
ティの活性化及び既存ストックを生かした地域の魅力の向上を図ります。 

既存 
ストック

密集 
市街地 

公共空間

地域主体
まちづくり
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⑵ 市街地の開発 
・ファミリー世帯の定住・転入につながるよう、まちのブランド力を向上させるた
めに、地区計画、建築協定等の地区まちづくりルールの活用を推進し、良好で質
の高い住宅地の創出に取り組みます。 
・一定規模以上の開発については、周辺環境との調和が図られ、良好な開発となる
よう、まちづくりを誘導する基準の策定等について検討します。 
・阪急神戸本線の武庫川橋りょう部上に設置される新駅の周辺については、歩行者
及び自転車が安全に通行できるアクセスの確保のほか、付近に武庫川の自然及び
農地がある良好な住環境の保全等、周辺住民とともに地域に望ましいまちづくり
について検討を進めます。 
・東海岸町沖（船出）地区は、港湾機能及び産業機能が調和し、並びに「環境創造
のまち」をリードする市街地として、適切な土地利用の誘導を進めるとともに、
東海岸町地区と末広地区の一体活用を図るためのふ頭間連絡道路の整備につい
て検討を進めます。 
・港湾緑地等については、整備を推進し臨海部の環境及び景観の向上を図るととも
に、様々な活動の場として活用することで地域の活性化につなげます。 

⑶ 営農環境の維持及び向上 
・基盤整備が不十分で営農環境に課題を抱える地域については、農家とともに、営農環境の充
実に向けた取組を検討します。 
・まとまった農地がある地域は、農地の保全を基本としながら、農地が宅地化される場合は周
辺の営農環境が悪化しないよう、共存できる手法を検討し、営農環境の保全を図ります。 

ベイエリア

大規模 
土地利用
転換 

新駅 
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 市街地整備方針図  
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２－４ 都市環境の方針 
【基本的な考え方】 
地球、自然環境及び生活にも配慮した、持続可能な社会を実現するための循環型・脱炭素化の
まちづくりを進めるとともに、河川、水路、運河、海岸等の豊かな水辺を生かした水と緑のネッ
トワークの充実を図り、自然と調和し、快適で次世代につながる都市環境を目指します。 

⑴ 環境の保全、改善及び創造 
消費するエネルギーの削減・脱炭素化等を通じた「脱炭素社会の形成」やプラスチックごみの
削減等 3Rによるごみ減量の推進を通じた「循環型社会の形成」を図る取組を推進し、社会経済
活動全般が環境に配慮された、環境と経済の共生するまちを目指します。 

・省エネ・再エネ機器を導入した建築物の普及を推進します。 
・エネルギーの地産地消のシステム及び自立分散型エネルギーシステムの構築を
推進します。 
・徒歩及び自転車、公共交通等の環境負荷の低い交通手段の利用の促進及び利用環
境の整備を進めます。 
・経済活動及び日々の生活において排出される温室効果ガスの低減を目指し、持続
可能な社会の実現に向けた取組を推進します。 
・既存施設の活用を図るとともに、食品ロス、プラスチック等のリデュースを最優
先した「３R」の取組によりごみの減量化を推進し、循環型社会の形成を目指し
ます。 
・市民の安全で快適な暮らし及び事業者の良好な操業環境に配慮しながら、生物多
様性の保全又は回復につながるような草地、樹林、水辺等の維持管理を図るとと
もに、生態系等に被害を及ぼすおそれがある外来種の防除や希少種の生息・生育
場所に配慮します。 
・大気汚染及び水質汚濁等の状況については、環境監視により確認していくほか、
過去の公害から学んだことを生かし、予防的に環境問題に取り組みます。 

脱炭素
社会 

循環型
社会 

自然共生
社会 

生活環境
の保全
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⑵ 緑の保全及び創出 
本市は山や森等のまとまった緑がないため、引き続き、現存する自然林、農地、河川、運河等
の貴重な緑を保全するとともに、公園整備、開発事業における緑化等において緑空間の創出に努
め、緑の質をさらに高める取組を進めます。 

・公共建築物の敷地の緑化を図るとともに、住宅、事業所、工場等の敷地の緑化を
促進し、緑豊かな空間の形成に努めます。特に車両又は人の通行量が多い駅前広
場、幹線道路沿道、鉄道沿線等については、敷際景観に配慮した沿道緑化及びま
ちかど緑化を誘導します。 
・臨海地域は、森と水と人が共生する魅力と活力にあふれる環境創造のまちを目指
します。 
・公園緑地については、子どもから高齢者まで、障害を抱える人等誰もが安全で快
適に利用できるよう配慮した整備を推進します。 
・多様化又は高度化する利用者ニーズに即した公園緑地の機能分担を行い、使いや
すい公園緑地の整備に取り組みます。 
・自然林、社寺林等は、市街地に残された貴重な樹木又は樹林として適切に保全し
ます。 
・市民農園等の整備、活用、援農ボランティア制度や農地の新たな担い手による活
用など多様な手法により都市に残された貴重な農地の保全を図ります。 
・生産緑地または特定生産緑地制度、及び都市農地貸借制度の活用を推進し、都市
農地の保全に努めます。 
・貴重な自然が残る武庫川、猪名川、藻川等の河川、運河、海岸等については、自
然環境の保全及び改善とともに、親水性の向上を図ります。 
・生態系に配慮した近自然工法を活用し、多彩で親水性の高い魅力的な水辺空間の
創出に努めます。 
・水路の環境の保全及び改善を図るとともに、水路の必要性等を検討し、計画的な
維持管理に努めます。 

都市緑化

都市農地

河川 
水路 
運河 

自然林
社寺林

公園緑地
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⑶ 生活環境を支える都市施設 
・効率的な維持管理手法及びデジタル技術を活用し、最小限の投資で最大限の効果
を発揮させる高度な施設管理を推進します。 
・川、海等の公共用水域において改善した水質を維持し、更なる水質向上による良
質な水環境の形成を目指します。 
・高効率機器の導入による省エネルギー化及び下水道資源の有効利用による創エ
ネルギー化を図り、環境負荷の低減に努めます。 
・施設の建替え及び老朽化が進む管路の更新について、新たに民間活力を取り入れ
た PPP/PFI 手法の導入を目指します。 
・令和 13年度の稼働を目標に新ごみ処理施設を集約整備します。 
・市場の経営力の強化及び運営の適正化等に取り組むとともに、消費者ニーズ、社
会情勢等に応じた環境の変化に対応できる市場にするため、現敷地における適正
規模への集約整備について検討を進めます。 
・火葬炉等の設備の適切な維持管理に努めます。 
・学校施設の良好な環境を保全し、地域のコミュニティの拠点及び災害時の防災拠
点等としての更なる充実を図るとともに、老朽化した施設については、改修や建
替えを実施し、計画的かつ継続的な維持・保全に努めます。 

下水道

ごみ処理

卸売市場

火葬場

学校施設
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 都市環境方針図  
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２－５ 都市景観の方針 
【基本的な考え方】 
鉄道沿線ごとに特性のあるそれぞれのまちの魅力と価値を生かし、土地利用に応じて良好な
都市景観を誘導するとともに、鉄道駅周辺等のまちの顔となる区域においては、重点的な都市景
観の向上に取り組みます。また、更なる都市美形成の推進及び屋外広告物の規制等を通し、都市
景観の基本的な水準を高めることで、尼崎に住んでみたい、訪れてみたいと感じてもらえる誇り
と愛着と活力のある美しい都市景観を目指します。 

⑴ 土地利用に応じた都市景観の誘導 
・戸建住宅を中心とした低層な住宅地においては、ゆとりのあるうるおい豊かな景
観を守り、育てます。 
・戸建住宅及び共同住宅を中心とした住宅地においては、落ち着きのある良好な景
観を形成します。 
・住宅及び身近な商業施設を中心とした住宅地においては、親しみのあるうるおい
豊かな景観の形成を図ります。 
・鉄道駅周辺の商業・業務施設等の集積地においては、風格と優れた個性を持つデ
ザインの誘導により、まちの顔にふさわしい景観を形成します。 
・商店街等の商業地においては、にぎわいと活気の中にも商業施設相互の調和の取
れた秩序のある質の高い景観を形成します。 
・内陸部の工業地においては、地域及び企業のイメージアップを図るため、工場、
社屋等の外観において洗練されたデザインを誘導します。 
・臨海部の工業地においては、企業のイメージアップにつながる外観デザインの誘
導及び緑化の促進を図り、産業都市尼崎のイメージリーダーとなる工業景観を形
成します。 
・農地においては、農地を魅力ある景観資源と捉え、農地景観の保全に取り組みま
す。 
・河川、運河及び海岸沿いにおいては、市街地に広がる貴重なオープンスペースと
して、水及び緑に調和したうるおいのある景観を形成します。 

住宅地

商業・
業務地

工業地

農地 

河川･運河
･海岸沿い
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⑵ まちの顔となる都市景観の誘導 
・乗降客数が多い鉄道駅では、本市の玄関口としてふさわしい風格とにぎわいのあ
るまちかど景観を形成します。 
・阪急塚口駅、JR 尼崎駅及び阪神尼崎駅を中心に、地域活性化の取組と連携し、
各地域の特性に応じたまちかど景観への誘導策を検討します。 
・歩行者からの見え方及び車窓から見える景観に配慮し、沿道又は鉄道沿線の建築
物及び街路樹が調和した、うるおいのある景観を形成します。 
・歴史的・文化的価値のある建築物及びまちなみは、保存、修景又は活用により、
外観及び雰囲気を生かした伝統と個性のある景観形成を図ります。 
・猪名川、武庫川等は、快適な都市空間の核として貴重な自然を保全し、豊かな水
辺空間と連続した自然景観を大切に守ります。 
・道路、公園緑地、河川、運河又は公共建築物を整備する際は、地域の景観に配慮
した優れたデザインとするとともに良好な状態を維持します。 

⑶ 都市景観の基本的な水準の向上 
・市内の魅力的な様々な景観を、工夫を凝らして情報発信すること等により、まち
への愛着及び景観への意識を高めて、身近な景観向上への取組につなげます。 
・主要駅周辺地域等、それぞれの特性に応じた魅力的な景観形成に向けたガイドラ
イン等を検討し、都市景観の向上を図ります。 
・戸建住宅を中心とした低層な住宅地、歴史的な景観を形成している地域等におい
ては、屋外広告物等の表示又は設置を原則禁止します。 
・その他の地域においては、屋外広告物等の面積、高さ、表示又は設置の場所等に
ついて地域に応じた許可基準のほか、にぎわいの創出を踏まえた誘導を行います。 

主要駅
周辺地域

幹線沿道
鉄道沿線

歴史的
地域 

水辺空間

屋外 
広告物
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形成の
推進 
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 都市景観方針図  
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２－６ 都市防災の方針 
【基本的な考え方】 
頻発・激甚化する自然災害の被害を未然に防ぐとともに、災害が発生した場合に被害を最小限
に抑えられるよう、都市の防災・減災機能の向上に努めます。 
また、平時から避難所の施設情報、ハザードマップ等を住民に周知するとともに、マイ避難カ
ードの作成支援等、円滑な避難行動につながる取組を行い、災害時には、多層的な情報伝達手段
により、避難情報等の発信を行うことで円滑な避難行動を促進し、ハード・ソフトの両面におい
て自助・共助・公助が一体となった取組を推進することで、大規模災害時においても誰一人取り
残されることのないまちを目指します。 

⑴ 地震・津波災害対策の推進 
・兵庫県等の関係機関と連携し、耐震化の意識向上を図る啓発活動を実施するとと
もに、建築物の耐震化促進のため、さらに有効な事業手法の検討を行います。ま
た、市民の生命を守る堤防及び防潮堤並びに橋りょう等の耐震性の向上に取り組
みます。 
・水道配水管の中でも災害時に重要となる基幹管路及び重要給水施設に至る配水
管について、優先的に耐震化を進めます。 
・発災初期から給水活動が行える応急給水拠点の整備を進めます。 
・下水道施設の耐震化による下水道機能の被害の最小化及び水道機能の復旧完了
目標に合わせた下水道施設の機能回復を目指します。 
・災害時のトイレ機能を確保するため、避難所等となる場所にマンホールトイレの
整備を進めます。 
・南海トラフ巨大地震による津波災害に備え、民間の協力を得ながら津波等一時避
難場所の拡大に努めます。 
・関係機関と連携を図りながら、防潮堤をはじめ港湾施設等災害対策の強化を図る
とともに、臨海地域の事業者等に対する津波災害への意識啓発に努めます。 
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道路 
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⑵ 風水害対策の推進 
・大雨に対する対策として、庄下川の整備を進めます。
・気候変動で増加する大雨及び都市化による浸水被害に対応するため、雨水ポンプ
の能力増強、雨水貯留管の整備等の施設能力の強化を進めます。 
・気候変動による水害の頻発・激甚化を踏まえ、氾濫域を含めた流域全体で被害を
減少させるために、校庭貯留、公園貯留等の市域内の保水機能を高める取組を行
うなど、流域全体での総合的な治水対策を推進します。 
・民間事業者等による雨水貯留浸透施設の設置が進むよう、制度の検討を進め、啓
発に努めます。 
・下水道施設の耐水化による下水道機能の確保及び迅速な回復を目指します。 
・著しく浸水が想定されるなどの危険性の高い地域については、津波等一時避難場
所の周知、適切な建築誘導等により市民の生命を守る方策を検討します。
・臨海部については、大雨に備え、抽水場の整備等の浸水対策を検討します。 
・臨海部については、高潮又は波浪に備え、国及び県と連携し、防潮堤のかさ上げ
等の対策を推進します。 

⑶ 火災対策の推進 
・防火地域又は準防火地域の指定により耐火建築物又は準耐火建築物の建築を促
進します。 
・建替えによる道路空間の確保、建築物の耐震化及び不燃化等を一体的に行う現在
の取組を進めるとともに、無接道敷地等における建築物の建替えが困難な場所に
おける対策の検討を進めます。 
・消火栓の適正配置を図るとともに、耐震性防火水槽等の消防水利施設の維持管理
及び身近な川又は水路へのアクセス確保を推進します。 

⑷ 災害に備えたまちづくりの推進 
・災害時に延焼防止効果のある道路、公園緑地等の整備を推進します。また、公園
等は、避難地として防災・減災機能の充実を図ります。 
・災害時に緊急輸送道路又は避難路となる幹線道路については、沿道建築物等の不
燃化を促進します。 
・災害時に都市農地が有する防災機能を発揮するため、防災協力農地の登録を推進
します。 

⑸ 復興まちづくりの推進 
過去の災害で得た復興まちづくりの課題及び教訓を踏まえ、被災後に早期かつ的確に復興ま
ちづくりに着手できるよう、復興体制及び手順の事前検討等、復興事前準備を推進します。

治水対策
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 都市防災方針図  




